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（1）ポイント付与 

□ 事 業 実 施 期 間 ・付与利用実績 

クーポン付与・利用実績 

月 付与額 利用額 

2020 年 10 月 109,399,000 10,643,375 

2020 年 11 月 647,563,500 137,248,730 

2020 年 12 月 59,188,000 105,361,075 

2021 年 1 月 8,012,500 59,154,193 

2021 年 2 月 1,401,500 58,944,194 

2021 年 3 月 0 135,059,483 

2021 年 4 月 0 10,648,768 

2021 年 5 月 0 5,528,982 

2021 年 6 月 0 45,715,630 

2021 年 7 月 0 16,466,099 

2021 年 8 月 0 1,849,870 

2021 年 9 月 0 114,000 

合計 825,564,500 586,734,399 

オンライン飲食予約 

事業実施期間 令和２年 10月 1日 ~ 令和 3年 11月 30日 

付与期間 令和２年 10月 1日 ～ 令和 2年 11月 14日 

利用予約期間 令和２年 10月 12日 ～ 令和 3年 6月 30日 

利用来店期間 令和２年 10月 12日 ～ 令和 3年 9月 30日 

付与実績 825,654,500円 

利用実績 586,734,399円 
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① Retty予約サイトを通じて飲食店を予約し、来店した消費者に、次回予約来店時の会計で使用できる 
ポイントを、給付金を原資として付与できるよう開発し、運営いたしました。Retty Go To Eat クーポンという
名称にて、給付金を原資としてポイント付与を行い、付与時の消費税は非課税といたしました。 

 
② 付与するポイントは、14時 59分までの昼食時間帯は、1人 500 ポイントとし、15時からの夕食時間 
帯は、1人 1,000 ポイントと設定し、周知いたしました。 

昼食時は 500 ポイント、夕食時は 1,000ポイントと周知している箇所 

（https://retty.me/announce/go-to-eat/） 

 

 

 

 

 

 

 

https://retty.me/announce/go-to-eat/
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③ ポイント付与の上限は、1ID1予約当たり 10人分とし、昼食時間帯は 5,000 ポイント、夕食時間帯は 
10,000 ポイントと設定し、周知いたしました。 

ポイント付与上限を周知している箇所（https://retty.me/announce/go-to-eat/） 

 

 

④ ポイントの付与の最終期限は、当初令和 3年 1月 31日までとしておりましたが、キャンペーン全体で付
与上限に達した関係から、令和 2年 11月 14日に付与を終了といたしました。 

 
⑤ ポイントの利用予約有効期限は最長で令和 3年 6月 30日までといたしました。同期間内の予約に関
しては最長の来店有効期限を令和 3年 8月 31日までとし、飲食店による日程変更があった場合の最長
来店期限を令和 3年 9月 30 日までと設定いたしました。 

ポイント付与・利用有効期限の掲載箇所（https://retty.me/feature/32637/）

 

https://retty.me/announce/go-to-eat/
https://retty.me/feature/32637/
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⑥ 本事業により付与するポイントは、それ以外で付与されるポイントと区別して管理するものとし、消費者が
使用したポイントを給付金から精算する時に、失効したポイント数を正確に把握できるようシステムを構築い
たしました。令和 3年 3月より PayPayボーナスを予約ポイントとして付与しておりますが、Go To Eat とは
区別した管理を行いました。 

 
⑦ 飲食店におけるテイクアウトでのポイント利用を可能といたしました。サイト内で明示しておりませんが、当社
サイトではテイクアウトでの飲食店掲載も可能としており、Go To Eat対象店舗かつテイクアウト掲載店舗で
ある場合、ポイント利用ができるように運営いたしました。 
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⑧ 以下のように、ポイント付与の仕組みはネット予約時のクーポン獲得・利用を分かりやすくWeb サイトにて
明示し、消費者マイページにてクーポンの獲得・利用実績を確認できるよう開発を行いました。また、消費者
の問合せはメールにて行い、問合せ先をヘルプページに明示することで、わかりやすく案内を行いました。 

 
 

a. 予約フォーム上でのクーポン獲得表示 b. 予約前確認画面でのクーポン獲得表示 
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c. 予約後確認画面でのクーポン獲得表示 d. 保有クーポン金額表示画面 
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e. ヘルプページに問合せ導線を明示 

 

 

https://inforetty.zendesk.com/hc/ja/articles/900001964343-%E3%81%8A%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%85%A8%E9%A1%8D%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%81%A7%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-
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（2）ポイント使用後の飲食店への代金の振込 

① 本事業により付与されたポイントを活用し、予約サイトを通じて飲食店を予約し、来店した消費者が使用
した場合、ポイント使用分の飲食代金を飲食店に振り込むよう運営いたしました。 
スケジュールに関しては、事前に定めた通り、以下のように実施いたしました。当月の予約分の消費ポイントの
支払いは、翌月末の最終営業日に、飲食店に支払いを行います（月末締め翌月末払い）。 

a. 2020年 10月来店実績分の支払スケジュール例 

b. 詳細説明（上図を参照） 
1) 10月 1日から 10月 31日（末日）までに来店予約で消費されたポイントは、11月最
終営業日に支払いする対象となります。 

2) 来店予約が 10月 31日（末日）の確定処理期限は、11月 6日終日（6日以内）ま
でです。 

3) 来店予約が 10月 31日（末日）の不正確認は、来店日から最大 14日後の終日まで
に行います（14日が土日祝日の場合、前営業日で設定）。 

4) 支払いするポイントの確定作業として、対象期間の来店予約であるかを、システムの演算に
より確認作業を行います。正しく抽出されたデータをもとに、人による件数、金額の確認を行
い、支払いを行うデータを確定させます。 

5) 確定された支払いデータを 11月 20日（振込予定日の 5営業日前まで）に経理部門に
連携し、振込件数、金額のダブルチェックを行い、銀行の振込管理システムに振込予約の登
録を行います。11月 30日（月末最終営業日）に対象店舗に対して振込を行います。 
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② 月額無料・手数料無料での Go To Eat キャンペーン参画を認めた他、既存有料加盟店に関しても従
来通りの金額で Go To Eat キャンペーンに参画できるように運営いたしました。 

 
無料お店会員ページの当時の画像を抜粋（https://retty.me/campaign/omise/） 

 
飲食店に周知した資料より抜粋 

 
 
 
 
 
 

https://retty.me/campaign/omise/
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③ 上記のポイント使用後の飲食店への代金の振込の方法や予約サイトを通じた来店に対する手数料等に
ついては、受託者から、飲食店に分かりやすく周知いたしました。具体的には、飲食店管理画面で周知を行
い、契約時や振込時に Retty事務局から通知を併せて行いました。また、不明点については問合せ窓口に
集約し、都度回答いたしました。 

 
飲食店に周知した資料より抜粋 
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（3）実績確認監査等事業者への報告 
① 日別のポイント付与・使用状況に関しては、実績確認監査事業者の指定フォーマットに従い、週次・月
次でデータ集計・報告を自動化し、報告いたしました。令和 2年 11月のポイントが上限に達する間際には
委託者の指示に基づいたポイント予算の範囲で付与を行いました。 
 
② キャンペーン期間中、ポイント付与・使用の実績を、毎月、別途定める様式により、実績確認監査等事
業者へ報告いたしました。様式、期日及び方法は、委託者と実績確認監査等事業者が協議して定められ
た CSV ファイルを指定クラウドストレージ Azure に格納し、円滑に確認が進むよう報告しました。令和 3年
12月 3日を期限とし、実績を確認・協議しております。 
 
③ キャンペーン期間中、飲食店への代金振込の実績を取りまとめた書類と、それらの根拠となる証拠書類
を、毎月、別途定める様式により、実績確認監査等事業者へ報告いたしました。様式、期日及び方法は、
委託者と実績確認監査等事業者が、協議して定めた CSV ファイル形式で報告するなどで、実績及び証拠
書類を確認いただいております。 

 
④ キャンペーン期間終了後、ポイント付与・使用の実績と飲食店への代金振込の実績、その根拠となる証
拠書類を、定められた様式により、実績確認監査等事業者へ報告し、承認を得られるよう進行いたしまし
た。 

 
⑤ 毎月の報告やキャンペーン期間終了後の報告が円滑に行われるよう、事業開始に当たり、事前テスト報
告に協力いたしました。実績確認監査等事業者の指定する方法に従い、ダミーデータの提出などを行いまし
た。また提出データの正確性に責任を負い、実績報告や根拠資料のデータ提出に当たっては、複数の者によ
るダブルチェックを行いました。具体的には、提出データの正確性を検証するために、ポイント再発行・取消し
に関わるオペレーションリスト等を提出し、ダブルチェックに必要なデータの提供を行いました。複数の者によるダ
ブルチェックでは、担当技術者 2名・オペレーションメンバー2名の 4名の間でダブルチェックを行い、データの
読み手と聞き手を変えて、異なる者の組合せで、複数回確認を行い、報告を致しました。 

 
⑥ 実績確認監査等事業者が行う不正防止のためのヒアリング、システム監査、抜き打ち検査などに協力
し、2020年 12月 7日のお打合せにて、実績確認監査等事業者のヒアリングに協力いたしました。その
他、週次・月次報告にて、データの整合性についての確認を逐次頂き、都度回答いたしました。 

 
⑦ 実績確認監査等事業者との連絡窓口として、弊社社員 2名を中心に技術メンバーで対応いたしまし
た。 
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（4）相談窓口・申請案内等事業者との連携 
① 相談窓口・申請案内等事業者が、事業の基本的内容を、消費者と飲食店に説明するために必要とな
る情報の提供協力として、対象店舗リストを相談窓口・申請案内等事業者に連携し、Go To Eat キャンペ
ーンの掲示物が飲食店に送付されるよう運営いたしました。 

 
② 受託者は、委託者の指定する事業者が、オンライン飲食予約事業者と連携した広報を実施協力として、
①の掲示物中心に協力いたしました。 

 
③ 相談窓口・申請案内等事業者との連絡窓口として、弊社社員 2名より報告いたしました。 
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（5）対象飲食店 
 以下の基準を満たす飲食店といたしました。 
 
・ 日本標準産業分類の「76飲食店」に分類される飲食店のうち、食品衛生法(昭和 22年法律第 233
号)第 52条第 1項の許可を得ている飲食店であり、かつ、その場で飲食させる事業所 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122号、以下「風俗営業
法」という。)第 2条第 4項に規定される「接待飲食等営業」を営む飲食店を除く 

・ 受託者が自ら定める規定に基づき、対象店舗を審査することを妨げない 
・ 受託者は、加盟する飲食店に対して、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基
づく外食業の事業継続のためのガイドライン」(令和 2年 5月 14日、一般社団法人日本フードサービス
協会及び一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染
予防対策に取り組むことを本事業の参加条件にする 

以下キャンペーン規約への同意を必須とし、運営いたしました。 

飲食店向けキャンペーン参画規約同意書 
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（６）飲食店の新規加盟促進 

① キャンペーン期間中に本事業への参加を希望する飲食店を広く募り、過去契約店舗や弊社無料加盟店
を含め広く周知を行いました。 
□ 加盟店になるまでの流れ  

1.  Go To Eat参画募集の旨を周知 
2.  受付開始 

• 要件：月額無料の加盟店も Go To Eat に参画可能 
• 参画：飲食店かつ反社チェックで問題なく、お店会員であること（有料無料問わず） 

3. 非会員で参画希望の場合：無料お店会員登録  
4. お店会員管理画面のフォームから申し込み 

• 規約同意（本資料 P15参照） 
• 必要情報入力 

5. 無料お店会員の場合：反社チェック  
• 代表者名を公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター（https://boutsui-

tokyo.com/）提供のリストと照合 
• 日経テレコン（https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMN0F14.do）で法人名と代表者名を記
事検索。同姓同名の該当者がいた場合、さらに年齢や詳細情報を確認 

6. Go To Eat参画スタート 
7. Retty事務局より対象店舗ステッカーを送付 
 

Retty Go To Eat対象店舗ステッカー 

 
 
② キャンペーン期間の開始日から令和 3年 3月 31日(水)までに、当社サイトに加盟する飲食店には、固
定費かつ手数料を無料にてネット予約におけるキャンペーンポイント付与・利用を行えることとしました。キャン
ペーン期間後については月額固定プランへの加盟もしくは退会を自由選択できる仕組みとして、運営いたしま
した。 

 

 

https://boutsui-tokyo.com/
https://boutsui-tokyo.com/
https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMN0F14.do
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（７）消費者の利用促進 

① オンライン予約ポイントの消費者による利用を促進するために、RettyWeb サイト・アプリ上で対象店舗が
検索できるような機能を提供しました。 

 
 
 

a. 対象店舗検索画面 b. 対象店舗検索結果画面 
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c. クーポン獲得・利用履歴画面 d. 予約フォーム上でのクーポン利用表示 
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e. 予約履歴でのクーポン利用表示 
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② ネット予約によるポイントの付与・利用方法が分かりやすく伝わる工夫として、Retty Go To Eatキャンペ
ーンページにて、ポイント付与・利用方法を分かりやすく説明いたしました。 

 
クーポン獲得方法が掲載されているホームページ画面 
（https://retty.me/announce/go-to-eat/） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://retty.me/announce/go-to-eat/
https://retty.me/announce/go-to-eat/
https://retty.me/announce/go-to-eat/
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クーポン利用方法が掲載されているホームページ画面 
（https://retty.me/announce/go-to-eat/） 

 
 
③ 本事業によるオンライン予約ポイントを付与・利用できる飲食店における消費者がすぐに分かるための工夫
として、Go To Eat対象店舗には独自に以下のようなステッカーを作成・送付し、消費者への周知を行いま
した。 

Retty Go To Eat対象店舗ステッカー 

 

https://retty.me/announce/go-to-eat/
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（８）不正防止対策 

① 飲食店による自己取引、架空取引、虚偽報告に対する対策を講じました。利用規約にて要件の偽装を
容認しない旨を伝達すると共に、不自然な飲食店に関しましては、電話または現地に確認に赴くことで、対
策を講じました。1件の飲食店において、現地調査によって飲食店運営の事実がないことを確認し、報告し
ました。 

飲食店参画規約における不正利用防止に関する項目 

 

 

 
② 飲食店による加盟店要件の偽装、実態のない店舗の加盟に対する対策として、①と同様に、不自然な
飲食店に関しましては、電話または現地に確認に赴くことで、対策を講じました。 

 
③ ウェブ予約し、来店確認があった場合にのみポイント付与されるように運営しました。キャンセル処理がなさ
れなかったために自動的にポイントが付与されるミスが発生しないための対策として、キャンセル処理を正しく行
うよう参画時に飲食店に説明しております。前述の通り、不自然な人数・回数でのポイント付与・利用をシス
テムにより自動検知するべく、体制構築を行いました。不正自動検知システム構築・運用体制としては、責
任者 1名、担当技術者 2名、自動検知システムの対応オペレーター2名となります。 
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④ 消費者が行う不正に対する対策を講じました。閾値を超えた不自然な人数・回数でのポイント付与・利
用については、システムにより自動検知できる体制を構築いたしました。前述と同様に、不正自動検知システ
ム構築・運用体制としては、責任者 1名、担当技術者 2名、自動検知システムの対応オペレーター2名と
なります。不自然な予約として検知された案件については、11名体制の不正対策チームにて実態を調査
し、疑わしいものは農林水産省事務局や実績確認監査事業者に報告いたしました。 

不正と断定した予約件数 

 不正断定数 

2020 年 10 月 19 

2020 年 11 月 492 

2020 年 12 月 47 

2021 年 1 月 0 

2021 年 2 月 0 

2021 年 3 月 0 

2021 年 4 月 0 

2021 年 5 月 0 

2021 年 6 月 0 

2021 年 7 月 0 

2021 年 8 月 0 

2021 年 9 月 0 

合計 558 

 
「サービス産業消費喚起事業（Go To Eat キャンペーン）給付金 

及び飲食業消費喚起事業給付金に関する給付規程」 
が掲載されているホームページ画面（https://retty.me/announce/go-to-eat/） 

 

 

https://retty.me/announce/go-to-eat/
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不正防止について掲載されているホームページ画面より抜粋 
（https://retty.me/announce/go-to-eat-tos/） 

 

 

 

 

⑤ 飲食予約サイト事業者内において発生し得る不正を防止するため、対策を講じました。具体的には、ポイ
ント付与・利用や飲食店支払いに関わる人員を限定し、ダブルチェック体制を敷いて対策いたしました。また、
社内にてポイント管理規程を定め、運用いたしました。 

 

ポイント管理規程（現状の運用が主眼であるため、PayPay ボーナス運用管理規程に準拠） 

 
第１章 総則 
  
第１条（目的） 
本規程は、当社が使用するポイントプログラムである「PayPay ボーナス」を活用した各種プロモーショ
ン、サービス・商品の開発等を行う場合に必要な事項を定めることにより、その適正かつ円滑な運営
を図ることを目的とする。 
  
第２条（定義） 
本規程における用語の定義は、次の通りとする。 
「PayPay ボーナス」とは、Retty でのネット予約の利用により付与されるインセンティブポイントのことを
指す。尚、ポイントの有効期限や利用可能な店舗やサービスなど詳細は PayPay株式会社が定め
た規定に則る。 

https://retty.me/announce/go-to-eat-tos/
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第３条（所管） 
PayPay ボーナスの運営・管理については、プロダクト部門にて管轄し、責任者はプロダクト部門の部
門長とする。 
  
第４条（利用規約） 
PayPay ボーナスのプログラムの内容については、PayPay株式会社の規程等に定める通りとする。 
2. 規約の改定が必要な場合は、Retty株式会社、PayPay株式会社、両社の協議、合意
の基、改定することとする。 
  
第２章 PayPayボーナスの活用 
  
第５条（ポイント活用の原則） 
当社が Retty会員及びお店会員を対象にポイントプログラムを提供する場合には、PayPay ボーナ
スを活用することとし、他のサービスや独自のポイントなどを活用する場合は、執行役員会での決議を
以って活用することとする。 
  
 
 
第６条（PayPay ボーナス活用の手続） 
当社は、新規に PayPay ボーナスを活用したプロモーション、サービス、商品販売等を開始するとき
は、付与ポイントの種類、原資の負担、清算方法のほか、どの店舗を対象にするかなどについて、事
前に各所管部署にて協議の上、執行役員会での決議にて決定をする。 
 
第７条（ポイント付与） 
PayPay ボーナスの付与を行う場合には、当社サービス内で Retty会員自身にて RettyID を
PayPayID に紐付けを行い、当社は PayPay株式会社へ付与が確定した Retty会員のデータの
連携を行う。PayPay ボーナスの付与は PayPay株式会社により Retty会員の PayPay残高に
直接ポイント加算される。 
  
 
第８条（ポイント利用） 
PayPay ボーナスの利用は PayPay株式会社の規定に則り、PayPay加盟店にて利用できるもの
とする。付与した PayPay ボーナスは、PayPay加盟店での利用のみが可能であり、送金や出金な
どは出来ない。 
 
第９条（ポイント付与の取消） 
当社または第三者のシステムの障害等、Retty会員及びお店会員による不正、その他当社が別途
定める取消基準に該当した場合は、当社は、Retty会員に付与した PayPay ボーナスを取り消す
ことができるものとする。 
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第１０条（ポイント利用の取り崩し） 
Retty会員が利用後の PayPay ボーナスについては、Retty会員が連携した PayPay アカウントに
残高がある場合には取り崩しができるが、残高不足の場合には取り崩しはできない。 
 
第１１条（ポイントの原資負担） 
原資は通常当社が負担する。 
2. 当社がボーナスポイントの付与などのキャンペーンを行う場合、原資を当社もしくはお店会員
のどちらが負担するかは、キャンペーンごとに当社内で各所管部署と協議の上、執行役員会での決議
にて決定をする。 
  
第１２条（ポイント原資の清算）  
PayPay ボーナスの所管部署は、ポイントの付与を月次で取り纏め、ポイント原資の清算を行うもの
とする。 
2. 当社が付与したポイントの原資を、お店会員以外の外部企業等の第三者に負担または還
元することはしない。 
  
 
 
第３章 PayPayボーナスの管理・統制 
  
第１３条（ポイント関連費用の統制） 
当社は PayPay ボーナスの活用にあたり、ポイントの付与及び利用に係る費用等について予め予算
化し、付与及び利用の実績に基づき予算統制を行う。 
 
第１４条（基準及びマニュアルの遵守） 
当社は PayPay ボーナスの活用にあたり、本規程の他、別途定める規約やマニュアル等を遵守する
ものとし、これらを逸脱し運用に改善が見られない場合には、担当役員の判断の上、執行役員会で
の決議にて、当社の PayPay ボーナスの活用を中止する。 
  
第４章 附則 
 
 第１５条（改廃及び発効） 
本規程の改廃及び発効は、執行役員会での決議により行うものとする。 
 

⑥ 飲食店や受託者による不正が発覚した場合、委託者が事業者名を公表するなどの措置を取る準備を
行いました。実際に公表は行っておりませんが、参画飲食店 1社とユーザー1名が結託し、自宅を飲食店と
して架空で登録したと見られる案件につきましては、農林水産省 Go To Eat事務局にご報告の上、警察
に通報を行う措置を講じました。 
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 （９）コールセンターの設置 
① キャンペーン期間中に、本事業のうち受託部分に係る消費者及び飲食店からの問合せに対応するため、
コールセンターとして飲食店・消費者双方で問合せ窓口を設置し、メール・電話にて対応を行いました。 

 
② 飲食店に関しては電話・メール、消費者はメール（例外的な電話での問合せにも対応）を中心に問合
せに対応いたしました。従来設置していたコールセンターやサポートチームに人員追加する形で体制を構築い
たしました。 

□ 受付時間 平日 10:30 ～ 19:30 
□ 問合せ受付実績 

（単位：件） 

 合計 飲食店 消費者 

2020 年 9 月以前 238 234 4 

2020 年 10 月 1,588 1,050 538 

2020 年 11 月 2,250 718 1532 

2020 年 12 月 2,770 483 2287 

2021 年 1 月 1,110 434 676 

2021 年 2 月 676 328 348 

2021 年 3 月 1,133 299 834 

2021 年 4 月 357 214 143 

2021 年 5 月 232 126 106 

2021 年 6 月 833 151 682 

2021 年 7 月 194 34 160 

2021 年 8 月 103 41 62 

2021 年 9 月 83 52 31 

2021 年 10 月 14 0 14 

2021 年 11 月 4 0 4 

合計 11,585 4,164 7,421 
 

□ 対応体制 
飲食店 35名 
消費者 14名 

□ 対応期間 
2020年 9月～2021年 11月（弊社 Go To Eatキャンペーン実施前後も対応） 
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（10）事業の実施結果（成果）、所見 

① 本事業を受託した弊社意見 
Go To Eat のような国を挙げてのキャンペーンは、外食産業にとってかつてない大きな取り組みでした。ポイ
ント付与・利用条件や金額が明確に定められており、なおかつ外食サイトのネット予約慣習に基づいていたた
め、比較的推進しやすかったのではないでしょうか。 

 
一方でキャンペーン初期には少額飲食を繰り返す行為が問題になり、その他でも大人数の架空予約を繰り
返す不正が散見され、外食サイトや飲食店が不正対応に追われる形となりました。今後また同様のキャンペ
ーンを行う場合は、付与・利用の上限金額や回数をあらかじめ定めていただく方が良いのではないでしょうか。
大手決済アプリのキャンペーンなどではキャンペーン期間中 1人つき付与金額 1,000円～2,000円のよう
な限度額が決められている事例もありますので、参考にしていただけますと幸いです。 

 
 

② 需要喚起の効果 
従来、飲食業界では電話予約やウォークイン来店が主流で、予約に占めるネット予約化率は約 3割程度
に過ぎませんでした。しかしキャンペーン期間においては、弊社サイトでもネット予約と電話予約の比率が逆転
するような現象が起きました。予約総数の観点においても、弊社サイト内だけでもコロナ以前並かそれ以上の
水準まで増加しました。飲食予約の需要の底上げに繋がったと言えるのではないでしょうか。今回のような国
を挙げての大規模キャンペーンというのは、広報的効果も大きいため、業界のデジタル化を進めるにおいても
大きなインパクトがあると弊社としても強く実感いたしました。感染症対策との兼ね合いもありますが、今後も
外食サイトを活用した需要喚起を狙った事業を行う場合は、ぜひご協力させていただければと思います。 
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